
 

 

 

 

 

平成２９年度第１回宮城地方労働審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 平成２９年１１月１日（水曜日） 

    午後３時００分～午後５時００分 

 

場 所 仙台第三合同庁舎２階大会議室 

 

 



 

 

平成29年度第１回宮城地方労働審議会議事録 

 

 

 

１ 日  時 

  平成29年11月１日（水）午後３時00分～午後５時00分 

 

２ 場  所 

  仙台第三合同庁舎２階大会議室（仙台市宮城野区五輪１丁目３番１５号） 

 

３ 出 席 者 

  【委 員】 

  公益代表  砂金委員、鴨池委員、神原委員、髙木委員、嵩委員、藤本委員 

  労働者代表 阿部委員、伊藤（利）委員、加島委員、今委員、富永委員 

  使用者代表 及川委員、今野（彩）委員、今野（薫）委員、佐藤委員、渡邉委員 

 

  【事務局】 

北條局長、藤本総務部長、渡辺雇用環境・均等室長、竹本労働基準

部長、田中職業安定部長、菅野総務調整官、山川総務課長、伊藤総

務企画官、加茂労働保険徴収課長、荒井雇用環境改善・均等推進監

理官、齋藤監督課長、大町賃金室長、鈴木健康安全課長、佐々木労

災補償課長、齋藤職業安定課長、小幡職業対策課長、及川訓練室

長、森需給調整事業課長 

 

４ 議  題 

（１）会長の選出について 

（２）会長代理及び議事録署名委員の指名について 

（３）平成２９年度宮城労働局における労働行政の推進状況について 

（４）その他 
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 １．開 会 

 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 それでは、少し時間前ではありますけれども、全員おそ

ろいのようですので、ただいまより平成２９年度第１回宮城地方労働審議会を開催させ

ていただきます。 

  本日は、お忙しい中、ご出席どうもありがとうございます。 

  私は、審議に入りますまで進行役を務めさせていただきます事務局の赤塚と申します。

よろしくお願いいたします。 

  このたび、１０月１日付で審議会委員の改選がございました。新規に就任された委員

の方も、継続して就任された委員もいらっしゃるところなんですけれども、ご多忙の中、

お引き受けいただきましてまことにありがとうございます。 

  地方労働審議会委員の任期ですけれども、審議会令の第４条によりまして２年と定め

られておりまして、今回は平成３１年９月３０日までの任期ということになりますので、

よろしくお願いいたします。 

  初めに、委員の皆様をお手元の委員名簿の順にご紹介させていただきます。 

  まず、公益代表からですけれども、砂金直美委員です。 

○砂金委員 よろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 神原克浩委員です。 

○神原委員 よろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 鴨池治委員です。 

○鴨池委員 東北福祉大学におります鴨池と申します。よろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 髙木龍一郎委員です。 

○髙木委員 今年度から委員になりました髙木です。よろしくお願いします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 嵩さやか委員です。 

○嵩委員 よろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 藤本雅彦委員です。 

○藤本委員 今年度からの着任になります。よろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 続きまして、労働代表のほうです。 

  阿部康志委員です。 

○阿部委員 引き続きよろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 伊藤貢委員は、本日ご欠席です。 

  続きまして、伊藤利花委員です。 

○伊藤利花委員 伊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 加島秀悦委員です。 

○加島委員 加島でございます。よろしくどうぞお願いします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 今里織委員です。 

○今委員 藤崎労働組合の今と申します。よろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 富永信明委員です。 

○富永委員 富永でございます。よろしくお願いいたします。 
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○赤塚雇用環境・均等室長補佐 続きまして、使用者代表側です。 

  伊藤博英委員は本日ご欠席でして、続きまして、及川公一委員です。 

○及川委員 中小企業団体中央会の及川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 今野彩子委員です。 

○今野彩子委員 ユーメディアの今野です。よろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 今野薫委員です。 

○今野薫委員 仙台商工会議所の今野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 佐藤万里子委員です。 

○佐藤委員 カネサ藤原屋の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 渡邉明委員です。 

○渡邉委員 経営者協会の渡邉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 次に、宮城労働局の幹部職員を紹介させていただきます。 

  宮城労働局長の北條です。 

○北條労働局長 北條です。よろしくお願いします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 総務部長の藤本です。 

○藤本総務部長 藤本です。よろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 雇用環境・均等室長の渡辺です。 

○渡辺雇用環境・均等室長 渡辺です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 労働基準部長の竹本です。 

○竹本労働基準部長 竹本です。よろしくお願いします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 職業安定部長の田中です。 

○田中職業安定部長 田中です。よろしくお願いします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 以上、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 ２．宮城労働局長挨拶 

 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 それでは、宮城労働局長の北條より、ご挨拶を申し上げ

ます。 

○北條宮城労働局長 本日は、大変お忙しいところご参集いただきまして、まことにあり

がとうございます。 

  また、委員の皆様には、日ごろから労働行政の推進にご理解、ご協力いただいている

ところでありまして、この場をおかりして厚く御礼を申し上げます。 

  私ども労働局、監督署、ハローワークにおきまして、労働行政の現場における運用を

担っているわけであります。法律に基づいていろいろな指導・啓発、さまざまな業務を

展開しているわけでありますけれども、これは常に国民目線で点検をしていかないと、

道を誤ることはないとは思っておりますけれども、違う方向に行ってしまうかもしれな

いと。これを常にチェックをしていかないといけないと、第三者の目が必要だろうとい

うことで、これを的確に行うという趣旨で、この地方労働審議会、各労働局単位で設け

られております。 

  この宮城におきましては、本日第１回目ということでありますけれども、まず今まで
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の１年間、半年間ですかね、業務について私どものほうからご説明申し上げ、これにつ

いてどうなんだろうかと、ここをこうしたらいいじゃないかと、そういった忌憚のない

ご意見を賜りたいという趣旨で本日開催させていただきました。 

  私ども、いろいろな労働行政項目があるわけでありますけれども、いの一番に重要で

あるというふうに考えているのが「働き方改革」であります。働き方改革というのは、

今年の３月末に官邸のほうで計画が策定されまして、各省庁横断的にこれを推進してい

るわけですね。全部で９つぐらい項目があるというふうに言われています。 

  ９つの項目の中で一番重要なのが、長時間労働の是正であります。長時間労働の是正、

過重労働の是正ということでありますけれども、既にこの会議の中で労使でおおむね、

次の国会で労働基準法等改正をして、罰則つきの上限規制を設けようということでおお

むね合意しておりますので、次の国会でそういった方向に進むんだろうと思います。規

制的な面はそれで進むわけですけれども、単純に規制を進めればいいというものではな

いわけですね。労使ともに本当にこの長時間労働を削減しようという気持ちになって、

表面的ではなくて仕事そのものに切り込んで削減していかないと、なかなか国民生活が

豊かなものにならないと。そういった方向でまずはご理解をいただくと、周知・啓発を

するというところが重要であろうというふうに思っています。 

  そういった意味で、私ども一生懸命、いろいろな会合ですとか、個別訪問をしたりと

か、いろいろなチャンネルで周知・啓発をしているわけです。それとともに、現行の法

令の範囲内で監督官が厳しくこの過重労働については指導監督しようじゃないかという

ことで、宮城版の「カトク」というふうに私は呼んでいますけれども、今一生懸命、長

時間労働の疑いのあると思われるところへは強く指導に入るという試みも一方ではやっ

ております。そういったことで、一生懸命私どもも頑張っておりますけれども、今後の

法改正をにらんで、今後どのようにしていったらいいんだろうかということ、またご意

見も賜れればなというふうに思っております。 

  ２つ目に重要であるという項目が、非正規労働者対策なんですね。非正規労働者とい

うのは、労働者のうち今大体４割ぐらいを占めています。昔の非正規労働者というとパ

ートぐらいだったわけですけれども、いろいろなタイプの非正規労働者が増えてきてし

まっていまして、今４割になっています。そういった方々がどんどんこのまま増えてい

きますと、国民生活、所得の面で大変不安定ということになりますし、非正規労働者の

方というのは、統計をとってみると結婚される方が少ないわけですね。子供を産む方の

数も少ないと。このまま進んでしまうと、国全体で見るともう高齢少子化ってどんどん

進んでしまう、そういうことの元凶にもなりかねないので、これはどうにかしなければ

いけない。そういった意味で、この非正規労働者対策というのは２番目の柱というふう

に考えています。 

  そのために、改正労働契約法というのが５年前にできました。それで、ちょうどその

５年後を来年迎えるわけですけれども、有期契約を５年以上続けているということにな

りますと、それを本人の申し出によって無期転換を図るというルール、無期転換ルール

というのが既に定められていて、その本格適用が今度の４月から始まるわけですね。そ

れに向けて、まずはこのルールの周知徹底を図り、できるだけ無期のほうに転換してい

ただけるような環境をつくっていくと、これが必要だろうかなというふうに思っており



-4- 

ます。 

  今２点申し上げましたけれども、それ以外にもいろいろな項目がありまして、それぞ

れに私ども一生懸命頑張っているつもりではありますけれども、ここのところが足りな

いと、こうすべきだと、いろいろなご意見もあろうというふうに思いますので、忌憚の

ないご意見を頂戴して、宮城の労働行政の一層の推進を図ってまいりたいというふうに

思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

  私のほうからは以上です。 

 

 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 続きまして、委員の出席状況をご報告いたします。 

  本日は、労働者代表の伊藤貢委員、使用者代表の伊藤博英委員がご欠席、人数としま

しては、公益代表委員６名中６名全員、労働者代表委員６名中５名、使用者代表委員６

名中５名、合計１６名のご出席となっております。 

  委員の３分の２以上のご出席がありまして、また、公益・労働・使用者代表、各３分

の１以上のご出席をいただいておりますので、地方労働審議会令第８条第１項の規定に

よりまして、本会議は有効に成立していることをご報告申し上げます。 

 

 ２．議 題 

 

  （１）会長の選出について 

 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 続きまして、本日、改選後初めての審議会の開催となり

ますので、会長の選出に入らせていただきたいと思います。 

  会長は、審議会令の第５条によりまして、公益委員を代表する委員のうちから委員が

選挙するということになっております。ご異存がなければ、事務局より提案させていた

だきたいと存じますけれども、いかがでしょうか。（「異議なし」の声あり）よろしい

でしょうか。ありがとうございます。 

  事務局の提案といたしましては、会長には前会長であられます鴨池委員を推薦したい

と思いますが、いかがでしょうか。（「異議なし」の声あり）  ご了承いただきまし

たので、鴨池委員に会長をお願いしたいと思います。鴨池会長から一言ご挨拶をいただ

けますでしょうか。 

○鴨池会長 ご指名をいただきました鴨池でございます。 

  労働問題いろいろ、長時間の労働問題とか話題になっているところもございますが、

宮城県では特に労働者が快適に労働できるような条件というのをつくっていきたいとい

うふうに望んでおります。忌憚のないご意見をいただきまして、活発な議論をしていた

だければ幸いでございます。どうかよろしくお願いいたします。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 ありがとうございます。 

  続きまして、本日配付させていただきました資料の確認をさせていただきます。お手

元の資料をお願いいたします。 

  席次表の次に議事次第がございまして、出席者名簿、それから配付資料の資料一覧を
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お付けしております。資料につきましては、資料№が１から１８まで振ったものが順に

組んである状態ですので、ご確認をお願いします。よろしいでしょうか。 

  それから、追加資料としまして、小さい黄色いハンドブックですけれども、「労働安

全衛生ハンドブック」をお手元に置かせていただきました。こちらが追加資料になりま

す。 

  それから、参考資料としまして、右脇のほうに委員の名簿一覧、それから宮城地方労

働審議会運営規程を置かせていただいております。 

  本日の配付資料は、以上になります。よろしいでしょうか。 

  続きまして、本日開催の審議会ですが、議事録を作成いただくこととしておりまして、

審議会運営規程の第６条によりまして原則公開と定められておりまして、ホームページ

に掲載も予定しておりますので、ご承知おき願います。 

  ここからの進行につきましては、同運営規程の４条によりまして鴨池会長にお願いを

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○鴨池会長 それでは、鴨池です。よろしくお願いいたします。 

 

  （２）会長代理及び議事録署名委員の指名について 

 

○鴨池会長 初めに、会長代理の指名を行いたいと思います。 

  地方労働審議会令第５条第３項に、会長に事故があるときは、公益を代表する委員の

うちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理すると規定されております。

会長代理を私が指名するということになっておりますので、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり） 

  それでは、嵩委員にお願いしたいと思いますので、会長代理、よろしくお願いいたし

ます。 

○嵩委員 はい、よろしくお願いいたします。 

○鴨池会長 次に、本日の議事録署名者の指名をいたします。 

  労働者側は伊藤利花委員、よろしくお願いいたします。それから、使用者側は及川委

員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

  （３）平成２９年度宮城労働局における労働行政の推進状況について 

 

○鴨池会長 それでは次に、平成２９年度宮城労働局における労働行政の推進状況につい

て、労働局からご説明をお願いいたします。労働基準部長、よろしくお願いいたします。 

○竹本労働基準部長 基準部でございます。 

  私は、この４月に宮城労働局の基準部長で赴任してまいりました。前職は中央労働委

員会の事務局で先生方のサポートをする仕事をしておりました。出身は愛媛県でござい

ます。簡単でございますが、まずは自己紹介を。 

  それでは、慣例により座らせて説明をさせていただきます。失礼いたします。 

  私が説明する資料は、資料１番というのを使わせていただきます。まずは、５ページ

を開いていただければと思います。 



-6- 

  先生方、初めて委員になられた方もいらっしゃいますので、昔は労働基準局だったの

ですが、平成の１２年４月から労働局という今の組織になりまして、職業安定行政と雇

用均等行政が一緒になって労働行政を推進しておりまして、私が担当しているのは労働

基準行政の分野でございます。もっとわかりやすく言うと、労働基準監督署を担当して

おります。宮城の労働基準監督署は、仙台、石巻、古川、大河原、瀬峰と、ご承知の方

もいますので駆け足で言いますが、５つございまして、そして労働局の労働基準部の中

には、監督課と健康安全課、労災補償課という３つの課と賃金室という１つの室がござ

いまして、これらで宮城の労働基準行政を担っております。 

  審議会の先生方ですので、法律でいうと、私たちが担当している法律は、まず労働基

準法でございます。よく略して労基法と呼んでいます。あとは最低賃金法、これも最賃

法とよく呼ぶことがあります。あとは労働安全衛生法、略して安衛法とかと私たちはふ

だんは使っております。もう一つは長いんですが、労働者災害補償保険法、これはいつ

も略して労災法とか、もっと略して労災とかと言っていることがありますが、これらが

主管法令で、これに基づいて、最近のセンサスでいいますと宮城県内約８万事業場で働

く約９６万人の働く方の労働条件と健康と安全、そして不幸にして通勤上と業務上でけ

がをした方の災害の補償を担当しております。労災のほうは通勤災害も担当しておりま

す。この点はなかなか知られていないところかもしれません。 

  あと、労働基準法と最低賃金法と労働安全衛生法は、ご承知と思いますが罰則がつい

ておりまして、この罰則を背景に確実に守ってもらうというような役割を果たしていて、

特徴としましては、その実行行為者というんですか、責任者だけでなくて会社の法人自

体にも罰則を与えるという両罰規定になっております。 

  あとは、それを運用する職員ですが、ふだんは行政職員として労働基準監督官が行政

指導を行うんですが、この罰則の適用の事務に関しましては、特別司法警察員として検

察官の指示も受けながら、いわゆる司法業務というのも行っております。昨年度末から

いろいろ報道されましたが、今一番監督官の役割で期待されているというか目立つのは

この司法業務で、ガサ入れしているところとか捜査の関係で行動しているところがよく

報道されております。 

  また、労働基準監督官は、先ほど局長から話がありましたように、長時間の解消の関

係で一番期待されている役割を果たしています。週刊誌なんかでも最近は紹介されてい

まして、事業場に訪れて指導することを臨検監督というふうに内部で呼んでおるんです

が、週刊誌では臨検監督の意味なんかも書いてくれていまして、監督官は抜き打ちで行

くのが原則でございまして、抜き打ちで行って、今は長時間労働の解消をメーンに監督

をしておりますけれども、労働者の方の安全と衛生確保という業務も行っていますし、

最低賃金に関してもその履行確保のための監督をする役割を担っております。ここまで

が一応、私どもの行政の紹介とさせていただきます。 

  そして、本年度の重点対策でいよいよ本丸というか、５ページを説明させていただき

ますが、これを見ていただければ、わかっていただけるとは思いますが、今、北條局長

から話がありましたように、過重労働の解消というのが働き方改革の中でも重要な対策

になっておりますので、労働時間が月に８０時間以上働いているという情報があれば、

これに対して全数監督をするように今取り組んでおります。 
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  そして、横表の脳・心臓疾患に関する事案・精神障害に関する事案の労災請求件数の

推移というのは、宮城県版の平成２６年度からの数値、今年は９月末までです。脳・心

臓疾患というのは脳梗塞とか脳出血とかという病気であり、精神障害で私たちが対象に

しているのは主に鬱病とか適応障害です。脳・心臓疾患のほうは高止まりしていて、精

神のほうは増えています。平成２９年のだけ着目していただければ、精神事案は緑色な

んですが、９月末でもう２４件で去年と同じになっていまして、このままいくと５０件

に届きそうです。精神障害の事案は都市型なものですから、ほとんどは仙台署に集中し

ておりまして、当局全体で８割ぐらいは占めます。 

  それで、請求がなされるとなかなか調査が大変でして、単純にけがをしたというのは

わかりやすいんですが、精神障害とか脳・心臓疾患の場合は労働時間の関係が着目され

ており、労働時間も特定が大変でございます。そのほかに精神の場合は出来事というか、

いじめ・嫌がらせとかが今一番多いんですが、そういった出来事と労働時間の関係を調

査するのが大変難しくて、これは内部的には複雑困難事案と呼んでいまして、労災補償

課というか署の労災担当者は、こういった事案を含めて迅速、適正に労災保険給付をし

ていくというのが使命で日々業務を進めております。 

  大体半年以内に労災かどうかというのを判定するんですが、目標は６カ月なんですが、

実際は１年を越えるような難しい事案も多々あります。そういった複雑困難事案を抱え

ながら、労災業務を進めております。労働時間の関係の労災事案で昨年度末に有名にな

った東京の事件も、あれは精神の自殺の関係ですが、労働時間と出来事の影響をみて労

災認定をしております。とにかく集団指導等では労働時間が絡んでいくようなこういっ

た請求事案をなくすようにいろいろ説明をしておりますし、こういった労災請求をなく

すことが働き方改革の基本だという説明をしております。 

  そして今、この精神障害とか脳・心の関係の労災請求も全部監督するようにしていま

す。請求が来た時点で、労災部署から監督部署に情報が入って、そこは優先的に、労働

時間を中心に、さらに衛生対策の観点が健康診断の関係とかを見ながら調査をしており

ます。 

  そして、先ほど局長から話ありましたように、９月以降はさらに重点化を図るという

観点で、本当ならば管轄単位で監督官は仕事をするんですが、どうしても仙台署にこう

いった情報が集中する傾向がありまして、とにかくこういった情報をいただいているう

ちに、指導をしないままに例えば過労死とか自殺とかがあってはならないということで、

これは全県のほかの署の監督官も投入して、過重労働防止の特別対策、さきほど局長か

らは「カトク」と紹介がありました。これは過重労働防止特別対策の略称ですが、カト

クとして９月以降は取り組んでおります。 

  あと、名前は行政指導の段階では公表できないんですが、多店舗展開、他局にも、他

県にもあって、本社が別の県にあるというところの事業場なんかも、他の局の監督署と

か局と連携しながら指導を展開して、これはもう３社、半期でありました。これらの会

社がまた改善せず悪質な場合は送検をして、公表をするというような仕組みになってお

ります。 

  それから、２段目に過重労働対策の監督の実績が出ておりまして、４月から９月で１

６７事業場で監督しまして、ちょっと数値は出していないので恐縮ですが、昨年は同期
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だと１３３件でしたので、プラス３４件というか、これはカトクの効果が３４件出たと

いうことです。当面続けていきますので、多分年度末のご説明のときはもうちょっとた

くさんやっているとご報告できると思います。たくさん監督をやればいいわけではない

のですが、やって改善していただくということです。内訳は過重労働の健康障害防止対

策と賃金不払いに分けていますけれども、基本的には両方とも労働条件の根幹になる事

項でしてかなり違反率は高いということでご理解いただければと思っております。 

  あとは、悪質事業場は送検ですが、９月末時点では検察庁に６件送致しておりまして、

安全衛生法関係が４件で、最低賃金の係る違反が２件です。過重労働の関係では、３６

協定が無効で違反であるとして今２件、送致を予定して検察庁と調整をしているところ

でございます。司法事件で送致したら公表することになっております。今私どもはホー

ムページもリニューアルしてわかりやすくしておりますので、ぜひそういった事案も

時々見ていただければと思っております。 

  あと、監督以外の仕事として啓発の関係でも過重労働解消のキャンペーンを１１月に

やる予定にしておりまして、セミナーとかシンポジウムとか別添の資料に入っておりま

すので後で見ていただいて、もしよろしかったらセミナーとかシンポジウムに参加して

いただければと思っております。 

  あと、指導状況は、いろいろ業種別に書いておりますが、ほぼ漏れなくいろいろな業

種に行くということで、特定の業種に監督が入るわけではありませんので、そういった

意味でこの資料を出させていただいております。 

  次の説明としましては、１４ページをごらんいただければと思います。 

  今のはどちらかというと監督分野なんですが、こちらが第１２次労働災害防止推進計

画ということで、５年ごとに労働大臣が災防計画をつくって、安全衛生法に基づき公表

をすることになっています。第１２次と書いているから、本年度で６０年やっていると

いうことでございます。ただ、北條局長が赴任されてから、この災害防止の関係も、実

は働き方改革に含めて指導をするようなことで少し修正をしております。なぜならば、

働く方達が毎日出かけて無事帰ってくるということを守ることが労働基準行政の使命で

ございますので。安全が守られて健康第一でなければ働き方が進まないということで、

これが働き方改革の基盤だといろいろな場で周知・啓発をしております。 

  宮城県の特徴としては、震災の関係がありましたので、復旧・復興工事の労働災害防

止対策は、岩手もやっているところありますけれども、一生懸命やってきまして、結果

としまして本年度は休業４日が建設業は２４０人となっており、昨年度が３１０人でし

たから７０人ぐらい減っていまして、おおむね災害が減っている傾向にございます。本

年度でこの運動は一応終了します。関係団体や関係行政機関の協力もあってかなり災害

が減少し安定しましたが、いろいろ分析しますと、まだ復旧・復興で気仙沼地区とかは

まだ工事が残りますので、そこに特化した形で今後も引き続き復旧・復興工事の災害防

止には努めていこうと考えております。 

  その横の建設店社経営トップセミナーというのは、手前みそですが、これは今年の取

組では一番いい事例かなと思っていまして、これがなぜいいかというと、地場店社さん

もゼネコンさんもそうですが、過重労働防止とかで働き方改革を踏まえて、やっぱり実

行していただくトップですね、支店長さん、それに労務担当者、営業担当者、安全衛生
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担当者と４者１組で、約４００人集まっていただき、それで講演、講習会を開催いたし

ました。東北大学の黒澤先生にもご講演いただきまして、愛煙家の方には申しわけない

んですが、たばこを吸うと災害が１．６倍になるとか、非常に健康に悪いとかという話

を具体的にしていただきまして、後でアンケートをとったら、みんな禁煙するという答

えがたくさんあったぐらい影響力があったということでございます。ちょっとそれは余

談でしたが、とにかく今までは安全衛生担当者に絞っていっていろいろなことをやって

いたんですが、本年度からはやっぱり働き方改革ということで、ちょっと裾野を広げて

健康管理対策とか、あと他部署、職業安定部とか雇用環境・均等室がやっているような

仕事もあわせて紹介するような動きで本年度半期努力してまいりました。 

  あと、三次産業対策は、ここにはメインなものとして社会福祉施設の腰痛予防対策し

か書いておりませんが、実は監督署においては要請だけではなくて具体的な指導をして

いまして、今日お配りしたこういったリーフレットですね、これを見ていただきたいの

は、腰痛対策のストレッチは後で見ていただいて、ご自宅でしていただければ腰痛対策

になるかなと思ってお配りしました。そういうものを使って具体的に監督署も指導して

おりますし、今後も１１月２０日に、これは三次産業対策としてトップセミナーを開催

して、働き方改革なども含めて三次産業の災害防止対策をやっていこうと考えておりま

す。 

  あとは、今年のトピックスとしては、治療と仕事の両立支援対策というのもやってい

ます。これは、宮城県地域両立支援推進チームを設置しまして、東北労災病院とか、東

北大学病院とか、県がんセンターさんとかもいろいろお呼びして、あと内部的には職業

安定部がやっております離職者のいわゆる支援策というものがありまして、協議会がご

ざいましたのでこれを一緒にして、離職者も在職者もがんとか糖尿病とか精神障害とか

で治療をしていても仕事がちゃんと両立できるような支援策の情報を共有しながらお互

い力を合わせてこういった対策を進めています。今ＰＲ版のリーフレットを作成中でご

ざいます。またでき上がりましたらホームページ等で、あといろいろな、経協さんとか

にもいろいろお願いするかもしれませんが、お配りして見ていただきたいと思いますし、

この委員の中には、皆様方の団体のほうからご推薦いただいた方が委員として参加され

ておられます。 

  あと、メンタルヘルスの関係では、ストレスチェックというのが法律で決まって、５

０人以上の事業場はやっていただいていますが、宮城県が９月、現在では８３．６％の

実施率ということが書いていて、全国が８２．９％ですので、平均並みだということで

すね。今までは督促を一生懸命しておりましたが、これからは実施報告書を提出してい

ないところを集中的に指導するということを考えております。せっかくストレスチェッ

クをしていただきましたから、その結果に基づいて働く方をフォローしていただくと、

産業医とか専門医の方につないでいただくというようなことをこのメンタルヘルス対策

として進めてまいります。 

  あと、災害事例はちょっと割愛して、精神障害の災害事例だけちょっとご紹介します

と、一番右のほうですね。時々、いろいろな団体で説明していると、「精神障害は身近

じゃない」とか言う御方もいらっしゃるんです。でも、宮城県でもやっぱりこういった

労働時間の絡みで精神障害の自殺事案とかがあって認定されていますので、この事例で
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は１６０時間も月に時間外労働をして鬱病を発病したということで労災として認められ

ました。もともと安全衛生の世界では、死亡災害は撲滅と、あってはならないという理

念でずっとやってまいりましたので、鬱病とかいわゆる脳・心臓疾患での死亡も、これ

は労働災害であり、死亡災害なのでこれもなくしましょうという姿勢で監督署と労働基

準部挙げて指導に当たっていますし、これからもそういう方針でやっていきたいと考え

ております。 

  次に、最後になりますが、２１ページと２２ページを見ていただければと思います。 

  重点施策ということで、最低賃金制度の適切な運営等ということで、これは見たらす

ぐわかるような構成になっております。ここの中に最低賃金の審議会の先生もいらっし

ゃるのでちょっと二重の説明になるんですが、最賃の先生方はご容赦ください。今年の

結果としまして、過去最高の２４円の引き上げになりまして、今７７２円で宮城県の地

域最賃というのは既に１０月１日から発効されております。 

  最低賃金も働き方改革の重要な一つで、賃金の底上げと非正規対策にもなるというこ

とで非常に事務局として力を入れて、先生方の審議が円滑に進むように資料の作成とか

日程の調整を賃金室が努めてまいりました。結果としまして２４円の引き上げ、最高額

の引き上げになりました。また発効日が今まで不統一でした。平成２５年ですと１０月

３１日とかというときもあって非常に遅い年もありまして、やっぱり労働者の方の保護

とかのことを考えたり、周知のことを考えると１０月１日に何とか発効していただきた

いということで、委員の方のご努力のおかげで、１１年ぶりに１０月１日発効となりま

した。 

  事務局としては、ＰＲをちゃんとしなければいけない、周知をしなければいけないと

いうことで、従来の周知広報に加えて、今年は東西線と南北線の車両に１０月いっぱい、

周知ステッカーを張らせていただきました。今日の資料の最後につけさせていただいた

遠藤憲一さんのリーフレットを使っています。この方は今有名で、旬の役者さんですが、

特別に最賃のために撮った写真でございまして、表が厳しいんですが裏は優しい表情で

やっていますので、まだ張っていただいていない事業場におかれましてはぜひ張ってい

ただきたいと思っております。これをシール化して張っているということと、あと宮城

の特徴として、１０月１日がちょうど発効日でしたので、Ｊリーグでベガルタ仙台と浦

和レッズ戦がちょうどありましたので、そこで広告を出させていただきまして、そうい

った取り組みも創意工夫をしながら、従来の皆様方の団体にいろいろお願いして周知し

ていただいているんですが、それに合わせて上の地下鉄の関係とスタジアムの関係は工

夫させていただきました。 

  そして、最後に２２ページの特定最賃ですね。地域別最賃につきましても、鉄鋼業と

電子部品関係、自動車小売業というのが今日確定しまして、もうこの額でこれから官報

公示をしまして、１２月１５日に統一発効させていただきます。この統一発効も、先ほ

どの地域最賃と同じように今までうまくいっていない年が多くて、去年からようやく統

一発効ができまして２年目でございます。引き続き、これも委員の方々のご議論の結果

のたまものです。 

  最低賃金の審議会のほうは、本審と言われている全員の先生の議論が４日間、４回ご

ざいまして、あと地域最賃だと専門部会で賃金額を労使で協議していただき、公益の先
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生がいろいろ助言して取りまとめていただくんですが、５日間、５回ですね。特定最賃

のほうは３日間、それぞれ３日間、本当に、労使はそれぞれ立場が違いますのでいろい

ろ意見の相違もありましたが、公益の先生にまとめていただいたし、労使のほうで歩み

寄っていただきまして、改定額が決まったということでございます。 

  鉄鋼業につきましても、ことし２５円ですけれども、５円アップしていますし、電子

部品の関係も去年は１５円のところが今年は２１円、自動車小売業は去年が２０円のと

ころ２５円ということでかなりアップが図られたということで、最低賃金審議会の事務

局としていろいろお話を聞いておりますと、やはり委員の方々、労使の委員の方々の真

摯な協議が大事だというふうに改めて痛感しましたし、先ほど話しました労働基準法と

か労働安全衛生法の中にも、実は３６協定はご承知だと思いますが、労使で協議して３

６協定で時間外の上限を決めますし、健康安全法についても、５０人以上のところは衛

生委員会の設置義務があるんですが、衛生委員会の中で労働側の代表の方も来て、労使

で協議しながら労働者の方の衛生管理をやっていくということがありましたので、改め

て労使の話し合いがとても大事だということを最低賃金審議会の事務局としていながら

感じましたので、こういった労使の話し合いが大事だということを踏まえて、労働基準

法や安全衛生法の業務の運営に引き続き努力してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○鴨池会長 どうもありがとうございました。私も先日、ストレスチェックを受けました。 

  それでは次に、雇用環境・均等室長のご説明をお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○渡辺雇用環境・均等室長 雇用環境・均等室におきましては、この審議会の事務局を昨

年度から担当させていただいております。また、業務といたしましては、働き方改革に

係る啓発、男女の均等取扱対策や両立支援対策、さらには総合労働相談への対応、企画

や広報などの業務も担当しておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

   

  引き続き、資料№１に沿って説明をさせていただきたいと思います。 

  まず最初に、６ページをご覧いただきたいと思います。 

  働き方改革の推進に当たっては、従来から局長を初め局幹部が県内の影響力のある企

業への訪問等を行っておりますが、本年度は特に関係機関・団体のご協力を得て、各種

会合等における啓発に力を入れて取り組んでおります。本日お配りしております資料№

４の緑色の「働き方改革のすすめ」を活用いたしまして、長時間労働の是正や非正規労

働者の処遇改善など、働きがいのある職場づくりのために生産性の向上の取組を支援す

る助成金制度のＰＲなどもあわせて周知・啓発を展開しております。 

  上半期におきましては、資料にありますように、各種会合での局における説明や局幹

部の企業訪問について合わせて７１件実施しておりますが、下半期におきましても、中

小企業等への働きかけも加えまして年間１００件以上の実施を目指して、働き方改革の

具体的な取組例や助成金等の支援策を示しつつ積極的に周知・啓発を行うこととしてお

ります。このほか、専門のスタッフや監督署、安定所の職員を含め労働局全体で、事業

所訪問などの際には長時間労働の解消や年次有給休暇の取得促進などの取組について働

きかけを行っております。 
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  さらに、宮城局独自の取組といたしまして、宮城県と合同で「魅力ある職場づくりモ

デル企業表彰」を実施しております。８月に、長時間労働の削減や非正規労働者の正社

員転換に取り組んで成果を上げている企業として、酒造メーカーの株式会社一ノ蔵さん

を表彰しております。参考まで、資料№７として配付しておりますので、後ほどご覧い

ただければと思います。 

  また、労働局を事務局として、県、仙台市、労使団体等を構成員とする宮城働き方改

革推進等政労使協議会を平成２７年１２月に設置しております。昨年８月には、村井知

事を初めとする構成員の１０団体のトップが出席し、「宮城『働き方改革』に向けた共

同宣言」を採択し、官民を挙げて働き方改革を推進することについて意思統一をし、気

運の醸成を図っているところであります。本年度は、この協議会を１２月２１日に開催

することとしており、各構成員団体等におけるこれまでの取組状況を確認し、次のステ

ップとして生産性向上の取組の進め方や、下請業者などの中小企業は取引先の理解がな

ければなかなか働き方改革を進めることは難しい状況にありますので、商取引慣行の見

直しを含めた各業界における具体的な取組の進め方などについて意見交換を行い、今後

の取組について合意形成を図る方向で検討することとしております。 

  続きまして、７ページをご覧いただきたいと思います。 

  働き方改革を推進するには、女性の活躍が不可欠でございます。改正育児・介護休業

法と女性活躍推進法の履行状況について説明をさせていただきます。 

  育児・介護休業法と均等法につきましては、今年１月に改正され、育児・介護休業の

申出ができる有期契約労働者の要件が緩和されたほか、介護休業の分割取得や妊娠・出

産・育児休業等に関するハラスメントの防止措置が事業主に義務づけられました。さら

に、この１０月からは、子供が保育園などに入れない場合、最長２歳まで育児休業期間

を再延長できることになっております。雇用環境・均等室では、育児・介護休業法など

に基づき計画的に事業所訪問や集団指導を実施し、今年度は特に法改正事項を中心にヒ

アリングを行って、上半期には５６社に対し、法に沿った規定整備などについて３４２

件の助言・指導を行っております。 

  また、改正法につきましては、９月２６日に開催した雇用管理セミナーや関係機関主

催の会合等で説明を行うことで周知・啓発を行っております。引き続き、事業所訪問な

どにより改正法に係る行政指導を積極的に実施するとともに、各種会合での説明などあ

らゆる機会を捉え、法の周知を徹底することで履行確保を図ってまいります。 

  女性活躍推進法につきましては、昨年の４月から施行され、管理職への登用など職場

における女性の活躍を進めるための行動計画の策定や届出、女性の活躍状況に係る情報

公表等が３０１人以上の企業に義務づけられております。本年９月末での義務企業にお

ける行動計画の届出状況につきましては、新規に把握した１社から届出がなされていな

い状況にございますが、当該企業に対して助言等を行い、間もなく届出がなされる方向

で働きかけを行っております。今後も、義務企業における策定、届出等を徹底するとと

もに、各企業における取組が着実に計画に沿って実施されるよう企業訪問などで助言を

行ってまいります。 

  また、女性活躍推進法に基づき、女性の採用や管理職登用などで取組状況が優良な企

業は「えるぼし認定」を受けることができます。９月末での県内の認定企業数は４社に
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とどまっておりまして、今年度は新たな認定企業が出ておりませんので、認定制度の一

層の周知に努め、認定を目指す企業の取組を支援していきたいと考えております。 

  １１ページをご覧いただきたいと思います。 

  冒頭、局長の挨拶にもありましたように、今労働局では無期転換ルールの普及に特に

力を入れて業務を進めております。労働契約法では、有期労働契約が更新されて通算５

年を越えた場合は、労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約に転換できるこ

ととされております。この無期転換ルールの申込権が来年４月から本格化するため、こ

の９月から１０月にかけて全国的にキャンペーンを展開しており、事業主や労働者への

周知・啓発を集中的に実施しております。 

  当局におきましても、自治体や使用者団体等へ協力要請を行うとともに、局、監督

署、安定所を含め各種会合等で説明を行うとともに、窓口での資料配布等を行うことで

積極的に事業主などに対し周知・啓発を実施しております。また、無期労働契約の転換

に当たっては労働者の申し込みが要件となっていることから、ホームページや各種広報

紙でのＰＲ、最低賃金と同様に仙台市地下鉄の車両へのステッカー貼付などにより労働

者への周知に力を入れているところでございます。今後もあらゆる機会を通じ、労使に

対し周知・啓発を積極的に行ってまいります。 

  また、来年４月以降の無期転換の申し込みを回避するため、年度末に向け雇止めに係

る相談が増加することが懸念されております。このことから私どもでは、雇止め法理を

含めて各企業への啓発を実施するとともに、労使間の個別のトラブルに対しましては、

個別紛争解決援助制度の助言指導や斡旋制度を活用して適切に対応することにしており

ます。 

  続きまして、１７ページをご覧いただきたいと思います。 

  総合労働行政機関としてのハラスメント対策の実施状況について説明をさせていただ

きます。 

  雇用環境・均等室が昨年発足しましたが、この新組織の発足に伴いまして、いじめ・

嫌がらせなどのパワーハラスメントの相談と、妊娠・出産等に関する不利益取扱いやセ

クシュアルハラスメントの相談対応をあわせて行っており、個別労働紛争を未然に防止

する企業指導と解決を図る斡旋や調停等も一体的に私どもで進めております。 

  当室を含めまして県内７カ所に設置しております総合労働相談コーナーでは、ワン・

ストップ・サービスとして法令や制度関係、労使間のトラブルを含めましてあらゆる労

働相談を受け付けております。本年度上半期におきまして、民事上の労使間のトラブル

に関する相談につきましては２，４００件余り寄せられております。このうち最も相談

内容として多いのがいじめ・嫌がらせに係るもので、６６０件ほど寄せられておりま

す。労使間のトラブルの４分の１ぐらいが、いわゆるパワハラの相談でございまして、

増加傾向にございます。また、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを含む妊

娠・出産・育児休業等不利益取扱い、いわゆるマタニティハラスメント関係の相談が２

１９件、セクハラ関係の相談が９０件ほど寄せられております。 

  これらハラスメントに係る相談につきましては、労働者が退職を余儀なくされること

が多いことから、引き続き丁寧な対応に努め、労働局長の助言・指導や斡旋制度などの

紛争解決援助制度を積極的に運用することで解決をしてまいります。また、妊娠・出
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産・育児休業等に関するハラスメント防止措置やセクハラ対策については、引き続き事

業主への行政指導を積極的に展開してまいります。 

  最後に、宮城労働局のプレゼンスを高めるため、この９月からメールマガジンを配信

しております。資料№１８としてお配りさせていただいておりますが、法改正や各種制

度、イベント情報などをタイムリーに情報発信しておりますので、委員の皆様もぜひご

登録をいただき、私どものメルマガを利用していただければ幸いと存じます。 

  私からの説明は、以上でございます。 

○鴨池会長 ありがとうございました。 

  それでは次に、職業安定部長のご説明をお願いいたします。 

○田中職業安定部長 それでは、私のほうから、職業安定行政の施策につきましてご説明

申し上げます。 

   

  それでは、私も資料№１に沿いましてご説明を申し上げたいと存じます。安定行政、

最重点施策４つと重点施策１つにつきましてご説明を申し上げます。 

  まずは、最重点施策のほうでございまして、８ページをお開きいただいてよろしいで

しょうか。 

  １つ目は、魅力ある雇用機会の創出についてです。２点ございまして、１点目は正社

員転換・待遇改善の推進ということでございまして、８ページの表題の下あたりに記述

がございます。派遣や契約社員などの非正規労働者の正社員化や待遇改善のため、平成

２８年度を計画初年度とします５カ年計画の「みやぎ正社員転換・待遇改善実現プラ

ン」というのを策定しまして取り組んでいるところでございまして、この８ページの中

ほどの表に、やっていること、取り組んでいることを記載がされているところでござい

ます。 

  まず、表のところに、正社員転換等の主な取組ということで記述がございます。ここ

では、正社員求人の確保とか、非正規雇用労働者の正社員求人への転換といったことが

記載されております。それから、求職者に対する担当者制によりますきめ細かな職業相

談、こういったこともハローワークで展開をしているところでございます。 

  それから、待遇改善の主な取組というところに書いてあるんですが、企業内での非正

規労働者の正社員化やキャリアアップ、待遇改善に取り組まれた企業に助成するキャリ

アアップ助成金の活用促進といったことについても取り組んでいるところでございま

す。 

  それから、この表の上から３つ目、３段目あたりに派遣労働者という記述があります

けれども、改正労働者派遣法というのが２年ほど前に成立しまして、この円滑な施行に

向けた労働者派遣元・派遣先・派遣労働者を対象としましたセミナー、説明会を開催し

ているところでございます。 

  それから、８ページの下のほう、２点目としまして、若者の雇用対策の推進でござい

まして、対策としましては、まず左側ですね、県内企業への就職を促進するため、若者

の採用・育成に積極的で雇用管理の状況などが優良な中小企業をユースエール認定企業

としまして認定をしているところでございまして、企業情報を発信し、人材の円滑な採

用の支援を行っているところでございます。 
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  それから、右側の部分です。フリーター等の正社員就職の実現ということであります

けれども、仙台わかものハローワーク、それからわかもの支援窓口におきまして担当者

制によるきめ細かな就職支援などに取り組んでいるところでございます。取組の実施状

況、実績につきましては赤字でいろいろ書いてございます。それぞれの数字につきまし

てのご紹介は割愛させていただければと思います。 

  それから、９ページ、１０ページでございますけれども、取組についてのこんなこと

をやっていますというところ、それが９ページに書いてございますし、この転換プラン

につきましての平成２７年当時の正社員と正社員以外の比較したものについてというの

が１０ページにありますので、これはまたお時間があるときにお読みいただければと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、２つ目でございます。資料の１２ページのほうをお開きいただけますでしょう

か。 

  １２ページにつきましては、地方自治体と一体となった雇用対策の推進についてとい

うことでございまして、こちらでは２点ご説明したいと思います。 

  まず１点目、宮城県における雇用の安定と定住推進協定でございまして、表題の下の

ほうに書いてございます。人口減少、有効求人倍率が高水準で推移している中で、地方

自治体の産業振興施策等との連携による県内就職・定着が非常に重要になっているとい

うことでございまして、そうした中で平成２７年１０月に、宮城県における雇用の安定

と定住推進協定を県、県の教育委員会、それから私ども労働局の３者で締結しまして、

平成２９年度、「宮城県における雇用の安定と定住推進協定に基づく事業計画」という

のを策定しまして、３者が一体になって、ここに書いてある１ですね、キャリア教育・

志教育の推進を初めとする７つの事業分野における対策に取り組んでいるところでござ

います。対策分野個々のご説明ということについては、重複する部分があるのでこれは

割愛させていただきまして、２つの分野につきましてご説明を申し上げます。 

  先ほども１ということで若干触れましたけれども、志教育の部分でございます。これ

については、進路決定率向上に資する勤労観・職業観を醸成する、職場定着率向上に資

する勤労観を醸成するということでありまして、県におきましては県内各高校でのキャ

リア教育セミナーの実施、教育委員会におきましてはインターンシップや各種セミナー

の実施、私ども局におきましては、インターンシップや事業所見学受け入れ企業情報の

提供などの取組を行っているところでございます。 

  それから、６番目ですね、全員参加社会の実現ということでありまして、新規高卒・

大卒の内定水準については非常に高いということが昨年度もあったわけでございますけ

れども、今年度につきましても、来春の高卒者の内定率につきましては９月末現在で６

０．５％と、前年同月比で６．１ポイント増加しているということで非常に好調であり

ます。年度末には恐らくは１００％近い数字になってくると考えているところでござい

ます。それから、大卒につきましては今集計中ということでございまして、今回はちょ

っと発表できないということでございます。 

  ２点目でございますけれども、１２ページの下段のほうにあります、生活保護受給者

等に対する就労支援の一体的実施に係る協定ということでございまして、労働局と仙台

市で協定を結んでこの一体的実施に取り組んでいるということでございます。仙台市、
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５つの区があるわけでありますけれども、それぞれの区、全ての区に常設窓口を設置し

まして、就職支援ナビゲーターというものを２名ずつ配置してこの事業を実施している

ということでございます。 

  実施状況でございますけれども、支援対象者１，６１１人いらっしゃるわけですが、

これは９月末現在ですけれども、うち就職件数が８６６件となっておりまして、就職率

は５３．６％ということでございます。目標としている就職率６５％、これには届いて

おりませんけれども、年度末、これに向けて引き続き取り組んでいきたいということで

ございます。 

  次に、３つ目でございます。資料の１３ページをお開きいただきますでしょうか。 

  復興第２ステージに向けた“ものづくり”を中心とした人材養成・確保ということで

ございまして、こちらについては２点ございます。 

  １点目は、職業訓練を活用した就職支援ということでございまして、表題のすぐ下に

書いてありますこの囲みの中でございます。職業訓練につきましては、昨年の１１月、

平成２８年の１１月に決定されました愛称がございまして、キャッチフレーズが「ハロ

ートレーニング～急がば学べ～」でございまして、この普及に努めるとともに、地域の

産業ニーズを踏まえた総合的な地域職業訓練実施計画を策定しまして、公共職業訓練と

求職者支援訓練を実施しているところでございます。平成２９年度につきましては、有

効求人倍率が高水準で推移しておりますことなどから、職業訓練の受講希望者は減少は

しておりますけれども、これまで職業能力の開発機会に恵まれなかった方、非正規労働

者を対象に職業訓練に誘導しまして、これは予定者も含めてでありますけれども、こう

いった方につきまして、ハローワークにおいて訓練中から求人情報の提供と職業相談を

行うなどきめ細かな就職支援を行っているところでございます。 

  なお、公共職業訓練の８月末現在の充足率につきましては、受講者数、コース合計と

いうところなんですけれども、５４９名ということでございまして、充足率が８４％で、

前年度が充足率８２．３％でありますので、若干上回っているということでございます。 

  それから、２点目でございます、職業能力開発関係業務の推進ということでございま

して、ジョブ・カードの活用促進のほか、企業の人材育成や生産向上を図る上で重要な

ツールでありますキャリアアップ助成金とか、今年度から名前変わって、もともとはキ

ャリ形と言っておりました助成金でありますけれども、人材開発支援助成金と名前が変

わりまして、この活用促進に取り組んでいるところでございまして、数字、人材育成コ

ースが１０９件とか、その下に旧キャリア形成促進助成金、今は人材開発支援助成金に

なりますけれども、支給決定件数が３５３件と記載がありますけれども、前年度を上回

る状況となっているところでございます。 

  それから、重点施策の最後の４つ目でございまして、ページは１５ページでございま

す。 

  障害者等の活躍推進ということでございまして、「みやぎ障害者雇用改善推進計画」

というものを策定しておりまして、こちらの遂行に努めているということでございます。

表のすぐ下に、今冒頭で申し上げました推進計画の確実な遂行ということで囲みが設け

てございます。平成２８年６月１日現在の障害者の雇用状況でありますが、雇用達成企

業の割合が５０％、それから障害者の実雇用率１．８８％ということでございまして、
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それまで、前の年まで２年連続最下位だったんですが、これは脱出したという状況では

ありますけれども、法定雇用率が２％ということでありますので、これには到達してい

ないということで、全国の中では下位の状況ということでございます。このような状況

を踏まえまして、みやぎ障害者雇用改善推進計画、これを策定しまして、雇用率達成企

業５１．５％、それから実雇用率１．９７％を目標に、県と独立行政法人高齢・障害・

求職者雇用支援機構宮城支部と連携をしまして障害者の雇用改善に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

  上の囲みの中の黒い四角が幾つかあるんですけれども、左側の上から３つ目ですね、

宮城県等と連携した取組と、その右側、労働局とハローワークの取組というところにつ

いてちょっとご説明をしたいのですけれども、まず、左側の県知事と労働局長などが影

響力のある企業を訪問しての働きかけということをやっているということでありまして、

ことしはデンコードーさんですね、ケーズデンキさんを訪問させていただいております。

それから、２００人以上規模、９０企業への訪問要請を行っておりますし、また２３１

人参加を得ました面接会も開催をしているところでございます。それから、雇用率未達

成企業、未達成公的機関への指導ということでありまして、実績で２０７企業を訪問し、

１３の機関につきましても訪問をして指導をしているというところでございます。 

  それから、ことしの６月１日現在の雇用状況につきましては、１２月上旬に公表予定

でありますので、またこの結果を踏まえまして指導などを強化してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

  それから、同じ１５ページの左の下のほうでございます。障害特性に応じた就職支援

の実施というところでございます。ここに幾つか書いてありますけれども、精神障害者、

発達障害者の方がふえているということでございまして、こういった方々に対する就労

の支援を行っているということでありますが、一番上のポツのところでありますけれど

も、精神障害者雇用トータルサポーターという方をハローワークに配置をしているとこ

ろでございまして、各機関と連携をしまして、就職の準備段階から職場定着まで手厚い

支援を行っているところでございます。この精神障害者雇用トータルサポーターという

方ですけれども、精神保健福祉士とか臨床心理士といった資格をお持ちの方に委嘱をし

まして、ハローワークに配置をして支援をさせていただいているというところでござい

ます。 

  それから、ポツの２つ目のところですね、障害者雇用の気運の醸成というところでご

ざいます。９月５日でありますが、宮城局、県、仙台市、高齢・障害・求職者雇用支援

機構の幹部が経済団体の５団体を訪問しまして、要請など実施をさせていただいたとこ

ろでございます。 

  それから、一番下のポツのところであります。面接会のことでありますけれども、県

内３地域で開催しまして、１３３企業、精神障害者、発達障害者の方を含む求職者４９

７名の方の参加を得て実施をさせていただいたところでございます。 

  それから、その右側ですね、まず右下の上のほうの囲みのところであります。障害者

に対する差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る周知・啓発というところでございまし

て、平成２８年の４月なんですが、差別禁止・合理的配慮義務について理解が進むよう

に、厚労省作成のＱ＆Ａ等を活用して、事業所訪問の機会等を捉えまして周知・啓発の



-18- 

活動を行っているというところでございます。 

  それから、４点目としまして、その下ですね、難病・がん患者等の活躍推進といった

ところであります。先ほども竹本労働基準部長のほうからご説明がありまして、ここに

も書いてあります、地域両立支援チームを設置しましたということがこの後段のところ

に書いてあります。ハローワークにおきましては、平成２６年からになるんですが、特

にがんなんですけれども、がん治療連携拠点病院と連携をしまして、ハローワーク専用

窓口も設置をしたり、その拠点病院のほうに相談窓口を設けまして継続的な支援を実施

をしているところでございます。 

  最重点施策は以上でございまして、次に重点施策でございます。 

  資料の１８ページにつきまして、お開きをいただきますでしょうか。 

  こちらは、人手不足の対策についてでございます。平成２９年９月の全職種の有効求

人倍率、先般発表しましたけれども、１．５７倍ということで、二月前は１．６１倍と

いうことで過去最高を記録しておりまして、この１．５７倍も過去７番目の高い水準で

はございますけれども、この高い水準よりさらに高い職種があるというわけでありまし

て、例えば介護・医療、これが３．９４倍、ここには特に書いてございませんけれども、

保育が２．６３倍、建設が４．７７倍、警備が１０．４１倍、運輸が２．５３倍と非常

に人手不足だなという状況でございます。これらの福祉分野等々の業種におきまして、

採用定着支援として職場定着支援助成金とか、キャリアアップ助成金とか各種助成金を

活用していただいたり、先ほど申し上げましたが、公的職業訓練の実施によりまして人

材育成、それから雇用管理改善の取り組みといったところにつきまして支援をさせてい

ただいているところでございます。このペーパーでいきますと、左側に採用定着支援と

いうことで助成金等々を活用した取組、こういったことをやっているというところでご

ざいます。 

  それから、右半分、マッチング支援というところでございまして、ことし４月であり

ますが、人手不足が顕著な職種の人材確保支援の総合専門窓口としまして、ハローワー

ク仙台に人材確保対策コーナーというものを設置をしまして、人手不足が言われており

ます先ほど申し上げました職種ですね、業種につきまして関係機関、事業所と連携しま

して、施設の見学とか各種セミナー、それから就職面接会、ミニ面接会等を実施をしま

して人材確保に取り組んでいるところでございます。 

  １９ページ、２０ページに参考資料をおつけしております。１９ページは、特にハロ

ーワークで実施をしておりますマッチングを中心とした取組、それから２０ページにつ

きましては、実際に行ったものですね、実際に行った取組、就職面接会とかセミナーに

つきまして、こんな形で実際にやった、あるいはこれからやりますといったことにつき

まして掲載をしているところでございます。 

  以上、安定行政に関するご説明でございました。 

○鴨池会長 どうもありがとうございました。 

  ただいまご説明のありました内容につきまして、ご質問、ご意見をお願いしたいと思

います。かなり多岐にわたっておりますけれども、どうですか。はい、どうぞ。 

○富永委員 労働委員の富永でございます。 

  質問なんですが、１０ページに、雇用形態・性・年齢階級別賃金、それぞれ表を出し
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ていただいているんですけれども、女性の社会参画を推進しようという取り組みの中で、

いわゆる男女間における差別賃金ですね。こういった切り口での指導状況というんです

か、これを見ると正規社員と非正規ですから、どちらかというと一般的な受け止め方か

らしますと非正規のほうが女性が圧倒的に多いという部分もありますし、ということも

ありますが、同じような仕事の中で、いわゆる男女間賃金の差別賃金のこの状況的な指

導についてはどういうような取組をされているのか、ちょっと教えていただきたい。 

○渡辺雇用環境・均等室長 男女の賃金格差ですけれども、宮城県の状況を見ますと、平

成２８年で男性１００とした場合に女性が７１．１ということで、今なお男女間で賃金

に相当の差があるという状況でございます。賃金の格差につきましては、仕事の内容が

違っていたりした場合にはなかなか比較対象が難しいですが、均等法では賃金に関係す

るものとして配置の問題がございまして、男女で配置に差別的な取り扱いがある場合に

は行政指導を行っておりますが、県内では今年度、こういった配置に係る指導件数はな

い状況にございます。 

  今、同一労働同一賃金が大きな課題になっていて、そういった取組に向けてガイドラ

インの案等が、本省のほうで示されており私ども、相談センターを今年度から委託事業

で設けて対応していますが、相談もない状況です。現実には実質的な男女の賃金差があ

るということは私どもも認識しておりますけれども、なかなか指導には至っていないと

いうのが現状でございます。 

○鴨池会長 よろしいでしょうか。 

  ほかに、ご質問等ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○加島委員 労働委員の加島でございます。 

  ちょっと資料にないことなんですが、高齢者雇用安定法の定着・充実という観点なん

ですが、既に２０１２年８月に改正高齢者雇用安定法が施行されて、働く希望者全員が

６５歳まで働き続けられる環境整備がされているという状況の中において、高齢者の働

き方に着目したさらなるルールの整備というのが求められているのではないだろうかな

というふうに考えています。 

  今後、高齢者の雇用・就業のニーズ、ますます高まるものだというふうに想定される

一方において、特に人材不足が言われている中小企業での積極的な環境整備というのが

求められているのではないのかなというふうに考えますが、もし宮城労働局の中で、今

の高齢者雇用安定に関する課題、もしくは今後の考え方があればお聞きしたいというふ

うに思います。いかがでしょうか。 

○田中職業安定部長 職業安定部でございます。 

  今のお話にありましたとおり、平成２５年度から法改正がなされまして、６５歳まで

の高齢者の雇用確保措置というのが実施されているところでございまして、宮城県にお

きましては、もうほぼ６５歳までの確保措置というのがとられているという状況でござ

います。あと数社、実施ができていないところがあって、そちらについては強く我々働

きかけて、６５歳までの雇用を達成していただくように今取り組んでいるところでござ

います。 

  ６５歳までの確保措置につきましては、定年の延長、６５歳までの延長とか、あとは

継続ですね、定年は６０ですけれども、６５まで継続して雇用するというようなことが



-20- 

あるので、そこについては一定達成はされているというところです。それで、その次の

段階というところであるんですが、７０歳まで働ける、そういう社会をつくっていこう

と、生涯現役社会ですね、その実現に向けて取り組んでいこうというのが次の課題かと

思っております。それで、助成金等々を利用しまして６６歳超の方を雇用していく、そ

ういう制度を取り入れていく事業所、そういう方を雇用した事業所につきまして、助成

金を出しまして推進をしていくということを今やっているところでございます。 

  それで、６５歳超雇用推進助成金というのが２年ほど前にできまして、これが今、全

国的に大分出ているそうでありまして、これを使って７０歳まで雇用をしていただける

ような、定年を延ばすとか６６歳以降も継続して雇用していくような事業主につきまし

て、助成金を出してそれを奨励していこうと、そういうことが今一番の柱になっている

というところでございます。以上でございます。 

○鴨池会長 いかがですか。よろしいでしょうか。 

  ほかにございませんでしょうか。どうぞ、伊藤委員、お願いいたします。 

○伊藤利花委員 自治労の伊藤でございます。 

  私のほうから、質問というよりは、私、労働組合に携わっている者としての要望と、

そして意見というような形で３点ほど発言をさせていただきたいというふうに思います

が、まず、７ページの女性活躍推進法の確実な履行というところで、この資料によると、

一般事業主行動計画の届出件数、１００％を目指すというようなことになっていますが、

届出がされればいいのかという問題ではなくて、その女性活躍推進が本当にどのぐらい

履行されているのか、内容のほうをチェックできないのかなというふうにちょっと考え

たところです。 

  自治体では特定事業主行動計画ということで、これは従業員というか、職員の多寡に

かかわらず１００％これは策定をしなさいということで、宮城県内でも自治体全て策定

は済んでいるところですけれども、自治体の場合でいうと、その履行状況をホームペー

ジ上に載せなさいというふうに決められているんですが、私全部見たんですが、本当に

字が小さくて、多分Ａ３で５枚分を１つの画面で見せようと思っているのでほとんど字

が読めないという、それで公表したことになるのかどうなのかというのが大変おかしい

なというふうに思っておりまして、その自治体のほうには私たち労働組合の立場でこれ

は申し上げていかなければいけないというふうに思いますが、一般事業主のほうでもぜ

ひ進めていただきたい。ただ届出をすればオーケーというのではなくて、内容について

もしっかり確認をしていただきたいというふうに思っています。 

  女性活躍推進法の正式な名称が「女性の職業生活における～」というような名称だっ

たというふうに思います。女性の職業生活というよりは、反対のことを、対するところ

を言葉にすると男性の家庭生活はどうなっているのかなというふうにも考えていますの

で、これは労働局の皆さんにお願いすることではなくて、ここにいらっしゃる全員の皆

さんで考えなければいけないというふうに思っているので、ちょっと発言をさせていた

だきました。 

  あと続いて、１４ページのストレスチェックの問題でございます。先ほど鴨池先生が

お受けになったというふうにおっしゃっておられましたが、実は私はストレスチェック

は受けていないというような状況でございまして、私の知っている自治体の職員の中で
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もそのストレスチェックを受けました。全ての職員が受けております。その中で、これ

はドクターに、医療機関にかかったほうがいいよというふうな指導があった仲間も、職

員もいっぱい知っているんですが、実際行けていない、実際診療を受けていないという

ところが、そういう人がいっぱいおりますので、そちらのフォローのほうはどうしてい

くのか。これも労働組合としてもしっかり取り組もうというふうに思っておりますけれ

ども、そちらのほうでも何らかのその手だてをしていただければよいかなというふうに

思うところでございます。 

  最後に、最低賃金、２１ページのところでございますが、過去最高の２４円の引き上

げだというふうなご報告をいただきました。それは本当に喜ばしいことだなというふう

に思うんですが、宮城ではないんですが、東京のほうのそういう市民運動をやっていら

っしゃる若者の中で、最低賃金をその７００円、８００円台ではなくて、１，５００円

にもっていってほしいんだというふうな運動をしているグループがあるそうです。その

方たちに、「１，５００円にアップしたら何がしたいですか」というふうに聞いたとき

に、一番最初に上がったのが「病院に行きたい」、そういうようなアンケートが出たと

いうふうに聞きました。中には、「映画を見に行きたい」とか、そのほかに「三食ちゃ

んと食べたい」とか、そういうふうなアンケート結果も出たということから、この７０

０円台の最低賃金はちょっともう少し何とかならないのかなというふうに個人的に思う

ところでございましたので、ちょっとこれは余談でございましたが発言をさせていただ

きました。どうもありがとうございます。 

○鴨池会長 ありがとうございました。３点のご意見と、あるいはご質問でございました

けれども。それでは、どうぞお願いいたします。 

○渡辺雇用環境・均等室長 まず、女性の活躍状況の内容確認をしてほしいという貴重な

ご意見をいただきましてありがとうございます。伊藤委員のおっしゃるとおり、届出が

なされればいいということではなくて、各企業がそれぞれ自社の状況に応じた取組計画

を立てておりますので、その計画がしっかりと実行されるように私どもも今年度から行

っている事業所訪問において、実際に各企業における女性の活躍状況の進捗状況につい

て確認をして、必要な助言等をさせていただいております。まだまだ始まったばかりで

すので、今後ともこういった取組については継続的に展開をしてまいりたいと思います。 

  また、公表しても見にくいというご意見もいただきましたが、私どもの専用のサイト

を設けておりまして、そちらでそれぞれの企業の取組状況について公表をしてください

と働きかけを行っております。もちろん各企業のホームページでの公表でも構わないで

すが、できるだけ私どもの専用のサイトに掲載いただけるような働きかけを行って、実

効ある女性の活躍の取組がなされるように今後も企業に働きかけを行っていきたいと思

っております。 

○竹本労働基準部長 ストレスチェックの関係で、今の考え方をご説明したいと思います。 

  ストレスチェックは、実施がやっと義務化されて、実施率の関係のフォローをしてお

るんですが、説明で申しましたとおり、まずは完全に５０人以上のところはやってもら

うということが第一なんですけれども、やっぱりその後のフォローというのが大事だと

いうのは私どもも認識しております。 

  そのフォローの中では、やっぱり一番キーになる方というのは産業医という方ですね。
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これは医師会の先生方ともいろいろ話をしていかなければいけないんですが、産業医や

専門医、労働者の方ですね、高ストレスの方とどう面談して、どう導くかと。あとは事

業主の方、会社側にも理解していただかなければいけないんですが、そこをどうつなぐ

かというのがちょっと課題という認識はしておりますし、我々だけで監督指導の中でそ

こまで細かくですね、プライバシーの問題もありますのでどこまで踏み込めるかという

根本的には課題はあるんですが、自主活動という団体でいろいろな災防団体とか自主的

に活動している団体さんがありますので、私どももそこに働きかけながら、今実際に衛

生管理者の勉強会なんかもありますので、そういった場を使いながら、本当に実効性の

あるメンタルヘルス対策というのをやっていきたいというふうに考えております。 

  最賃のほうは、今使用者側の先生もいらっしゃるので、今後の皆さん、労使の方のお

話し合いに私どもも期待して、うんとアップしたらよいなと事務局も思っております。

よろしくお願いします。 

○鴨池会長 ありがとうございました。伊藤委員、いかがですか。よろしいですか。 

  ほかにいかがですか。はい、どうぞ。 

○今委員 今と申します。よろしくお願いいたします。 

  こちらの資料のほうで１０ページにあります、これは中央のほうでも、厚生労働省の

ほうでも言っている言い方なので仕方ないのだろうなというふうには思うのですが、右

下に「多様な正社員」という言葉がありまして、この米印を見ると、正社員と同様に無

期労働契約でありながら、何かしら限定的な雇用制度であるというようなことが書いて

あります。無期雇用への転換のルールが今度の４月から導入されますけれども、導入と

いうか、実際に無期雇用の方々が誕生していくということになりますが、ただ、無期で

あれば正社員と同様なのかというと、決してそうではないと思うんですね。 

  そして、さらに１２ページのほうを見ますと、高卒の就職率が前年よりも高くなって

いますというようなことがありますが、私ども労働組合のネットワークを通じて他企業

との情報交換をすると、高卒で正社員で働けているという方々はまだ多くはないなとい

うような実感をしております。そういったことを考えると、無期だからよいではなくて、

きちんとその方々が正社員への道筋もあるような企業に就職できていればそのチャンス

もつかめるとは思うのですが、そういった正社員への道筋をつくるようなことを労働局

のほうにも指導していただきたいなというふうに思います。そういったこと、もちろん

法律があってのことだと思いますので、それを守らせていくということがないと難しい

とは思うのですが、やはり就職率を高めていくということと、あとは離職をしてしまう

と、どうしてもやはり次に就職をすると非正規社員を生んでしまうということにつなが

りかねないなというふうに思いますので、私も高卒で働いているものですから、なかな

か自分のことのように今の若い方々のことを感じてしまうので、そのような目線での意

見でございます。 

  また、それが今度は、先ほども出ていましたけれども、男女間の賃金格差というとこ

ろにもつながってくるものだと思いますので、ぜひご理解していただきたいなというの

と、あとまた今後、同一労働同一賃金のガイドラインが、案がとれるとそれがまた進ん

でくるんだと思いますので、そういった面での指導もお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 



-23- 

○鴨池会長 ありがとうございました。今のご要望につきまして、何かあるでしょうか。 

○渡辺雇用環境・均等室長 無期転換ルールの関係なんですが、法的には無期転換ルール

につきましては、従前と同じ労働条件で無期転換にすればクリアするということになっ

ておりますが、私ども説明をする際には、無期転換をする場合は、その方のモチベーシ

ョンを上げるためには仕事の内容であったり、これからのその方の活用といったような

ものをあわせて検討していただきまして、来年4月に向けて、人手不足などが背景にあ

りますので、単に無期転換にするだけでなく、その方の人材育成を踏まえ正社員化も含

めた形で、その方々のモチベーションが上がるような形での制度導入を検討していただ

きたいというお話をさせていただいております。 

  法的拘束力がないので弱い形でのお話の仕方にはなりますけれども、やはり無期転換

にするということは、定年制なども新たに設けていただくことも想定され、これからか

なりの期間雇用することになりますので、そういったことも踏まえてトータル的に労働

条件について見直しをして就業規則できちんと定めていただいて、処遇改善や人材の有

効活用を図っていただきますよう今後も啓発をしていきたいと考えております。 

○田中職業安定部長 正社員求人ということでちょっとお話しさせていただきたいと思う

んですが、ハローワークにおきまして、先ほども申し上げましたとおり、求人倍率が高

止まりしているという状況でございまして、二月前は１．６１倍、過去最高ということ

でございました。 

  その中、正社員求人というのはやはりふえています。ハローワークのほうも、こうい

う機会なのでできれば正社員、求人をいただくんですけれども、できるだけ正社員でい

ただけるようにといいますか、非正規でいただく求人も正社員に転換していただいて充

足を図っていただきたいというふうな取組もしております。その内容につきましても、

単に無期であるというだけじゃなくて、本当に世の中で正社員と言われているような中

身のあるようなものにしていきたいということでも取り組んでおりますので、そこは努

力をしておりますということで少し補足させていただきたいと思います。以上でござい

ます。 

○鴨池会長 ありがとうございました。男女間の賃金格差についても。さっきお答えがあ

りましたので、よろしいですかね。 

  ほかに、こちらの使用者側の委員から何かございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○佐藤委員 カネサ藤原屋の佐藤と申します。 

  いろいろな方面から取組をなさっているということがよくわかりました。私から質問

が１つと、あとお願いが１つです。 

  質問としましては、１５ページの障害者等の活躍推進というところで、まだまだ雇用

率というのが低いということが実情としてわかって、この数字がもっと上がるように企

業としても努力をしなければいけないなというふうに思っております。先日報道で、市

内のホテルで障害のある方が、雇用主から、雇用されている職場から暴言や暴力を振る

われたということで、訴えられるという大変残念な事件があったということを知ったん

ですけれども、そのようなそういう訴えとか事件というものがあるのかどうか、そうい

うものがあるのかという、どれぐらいあるのかということをちょっとお聞きしたいとい

うふうに思っております。 
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  あと、お願いといたしましては、本当に中小企業としまして、今人手不足というのが

大変な問題になっておりまして、４ページにございますように、メールマガジンという

ところからで、働き方改革はしたいけれども人が足りなくてどうしたらいいかわからな

いというのが本当に中小企業の実情ではないかなというふうに思っております。ハロー

ワークさんのほうには本当に親身になって相談に乗っていただいて、いろいろ情報はい

ただいているんですけれども、昨日も合同説明会ということでうちのほうでも参加をさ

せていただいて、そこに８０名ぐらいの方がお集まりになって企業の説明会をしたんで

すけれども、最終的にその３つのブース、３つの企業さんのほうで、ブースに立ち寄ら

れた方が５名ぐらいだったという結果を聞いて、そのような説明会を開いていただくと

いう機会をたくさん設けていただくのはありがたいんですけれども、実際に結果として

マッチングするような、そのような内容の濃いようなものをもっとお願いしたいなとい

う、これは希望です。よろしくお願いいたします。 

○鴨池会長 お願いします。 

○田中職業安定部長 まず、１点目でございます。障害者の関係でございまして、先ほど

お話あったように、あるホテルでそんな事案があったということで新聞のほうに出て、

あれは訴訟のほうにどうも移行しそうなというお話は承っているところでございます。

そういう障害者の虐待事案というのも私ども取り扱っておりまして、ハローワークなり、

あるいは監督署なりで、そういう事案があれば事業所に訪問して状況調査をしていたり

します。そんなにたくさんはないですが、それなりの数字はあります。そこはハローワ

ークなり監督署なりで、事案あったら入りまして調査をして、是正などもしているとこ

ろでございます。 

  それから、人手不足の件でございまして、なかなか人がブースに見えなかったという

ところについては、大いに反省はしなくてはいけないと思っています。そういったこと、

最近確かに多くなっています。人手不足の中で、なかなか人が集まらなくて、そういう

面接会をしてもなかなかご紹介できないというところもあるので、そこは私ども反省を

しながら、次のそういう機会にはたくさんの方がご紹介できるようなことも検討しつつ

取り組んでまいりたいと思います。以上でございます。 

○鴨池会長 ありがとうございました。はい、どうぞ。 

○今野彩子委員 ユーメディアの今野でございます。 

  周知・啓発に関して、さまざまなお取組をなさっているということで、２点ほど新た

な取り組みもされているということでお聞きしました。その点について、２つ感じたと

ころがありますので、お話をさせていただきたいと思います。 

  今、佐藤委員からもありましたように、中小企業の人手不足、本当に深刻で、人材不

足倒産というのも聞こえてくるぐらいの状況になっているかと思います。一方で、若者

の正社員としての就職ということとのマッチングということを考えたときに、対象を若

者というふうに置いたときの周知・啓発がどうあるべきかというのをもう少し考えてい

ただけると、さらにいい情報発信になるのではないかなというふうに思います。今、就

職活動そのものをスマホで全て完結するような方がふえていますし、新聞・テレビは見

ない、電車にも乗らないみたいな若者に対してどういうふうに情報を届けるかというの

は我々企業も非常に大きな課題なんですけれども、労働局さんのせっかくやっていらっ
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しゃるユースエール認定とかがきちんと届くような施策を考えていただけると、さらに

いいのではないかなというふうに思いました。 

  ２点目については、働き方改革の周知・啓発に関してなんですが、最初の局長のご挨

拶の中で、規制だけではなくて仕事そのものに切り込んでというお話があったんですが、

私も企業の現場にいて本当に強くそのように思っています。トップのかけ声ですとか、

管理職が「こうしろ」という指示ですとかだけでは全く現場は動きませんし、その全て

が一体となったときに本当の意味での働き方改革というのが実現するのではないかなと

いうふうに思います。そのトップの意思と、管理職の現場に踏み込んだ取組と、それか

ら働く一人一人が本気で自分たちの仕事の仕方を変えていこうという形をいかにつくれ

るかということかと思いますので、そういった視点での周知・啓発というのをぜひお願

いできればありがたいなと思います。以上です。 

○田中職業安定部長 まずは若者の関係でございます。確かに、ユースエール企業認定、

今８社ございますけれども、もっともっとＰＲしなければいけないなというのもおっし

ゃるとおりでございまして、私どもももっと努力をする必要があると痛切に感じている

ところでございます。 

  それから、若者の意識の啓発とかという部分でありますが、ご説明の中でも触れさせ

てはいただいたんですが、１２ページあたりでございますね、県、それから教育庁と一

緒になってやっております定住推進協定、こちらで申し上げますとおり、キャリア教

育・志教育の推進というような中でもっともっと取り組んでいく必要があると思ってお

ります。今回いただいたお話も踏まえまして、県と教育委員会とさらに連携を深め取り

組んでまいりたいと思います。以上でございます。 

○鴨池会長 ありがとうございました。どうぞ。 

○今野薫委員 商工会議所でございます。私どもの会員、約８，７００おるんですが、そ

の中のほとんどが中小零細企業であります。そういう見地から、これはどちらかといい

ますとお願いという部分なんですが、ただ、お願いを申し上げても、多分国の決定に従

ってという部分だと思いますので、なかなか難しいのかなというところを承知をした上

でのお話であります。 

  今、佐藤委員、それから今野委員のほうからお話しありましたように、今、中小企業

が置かれている立場というのは非常に厳しいものがあります。本当に生産性を上げよう

というふうな試みをしようとしても、大企業さんのように人手の不足をＩｏＴで補うと

かそういうところまでなかなか、知識もなければお金もないということで踏み込めない

というのが中小零細企業の現状であろうと思います。そこの中で、今丁寧に一つ一つご

説明をいただきましたような形でいろいろな労働政策が何か一気にスピード感を持って

突き進んでいく、これは日本の今の現状を考えたり今後の人口減少を考えれば、ここで

動くべきであろうというふうなお考えも私どもも賛同するところでありますが、中小企

業の現場に立って物事を考えますと、なかなかそう一気に動くのかなという感じがして

います。 

  そして、大企業さんで人事労務関係の部署、専門部署を持っていらっしゃるところは、

多分いろいろな情報収集をされて、それに対して我が社の取り組みとしてどうやってい

こうかというふうなところを多分随分早い段階から研究をして構想を練られていらっし
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ゃるんだと思うんですが、中小零細企業ですとなかなかそういうわけにいかないという

ふうなことがあります。それに加えましていろいろな課題があるわけですね。人手不足

の問題だとか、事業承継の問題だとか、消費税の問題から挙げれば切りがないというふ

うなことですが、これがここ数年の間に一気に肩にのしかかってくるというふうな状況

でありますので、ここからがお願いの部分であります。 

  まずは、大企業さんのほうでいろいろな事例を先進的におつくりをいただいたものを、

中小企業のほうに普及をさせていくというふうな形が一番望ましいのではないかという

ふうに考えておりますし、今までの国の施策も大体二段階で、中小企業については何年

後というふうな形で対応をいただいております。今回の各種労働政策につきましてもで

きれば、間１年というふうなことですと非常に厳しいかなというふうな感じがしており

ますので、ここのところ、最終的には国の実行の部分になろうかと思うんですが、でき

る限り中小企業に対して混乱のないような形でお進めをいただければありがたいなとい

うお願いであります。 

○鴨池会長 ありがとうございました。中小企業に配慮していただきたいということでご

ざいますが。 

  ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○富永委員 労働時間にかかわる部分で、ちょっと質問と意見という形でさせていただき

たいなと思うんですけれども、長労働時間というのは社会的にも問題になっているわけ

でありますし、個別企業で言うと大きなところ、ＮＨＫの話もありましたし、電通とい

うような企業の名前もありました。ただ、これは逆に言うと、会社の就業管理の問題も

ありますけれども、そういうところは労働組合もあるんですよね、正直言って。ですか

ら、これは労使の問題だろうというふうにも思いますし、ここに記載されていますよう

に、毎回私もこの労働審議会の中でお話しさせていただいているんですけれども、特に

法令違反ですね。今回も５ページに記載をされていますように、違反率が過剰労働関係

では７９％、そして賃金の不払いは８５％と。それで、やはりこれは労使ともに法令順

守ということに対して麻痺しているんだろうというふうに認識をしなくてはいけないか

なというふうに私は一つは思っております。 

  それで、その中で、特にこの時間外にかかわる部分については、基本的にはやっぱり

３２条が基本であって、除外規定として、例外事項として３６条があるわけでございま

す。その中で、この要件を満たすためには、過半数を占める労働組合がある場合につい

てはその代表者、ない場合についてはそこの従業員代表という形になっているわけであ

りますけれども、今、労働組合の組織率というのは２割弱程度なんですね。１８％ぐら

いしかない。ほとんどのところは労働組合がない、８２％は未組織の事業所という中で、

従業員代表という形が果たしてきちんと法に基づいた形でもってなされているのかどう

かという点については、あるところによっては半数は形骸化した形の中でやっているの

ではないかというようなご指摘をされる方もおります。 

  その中で、やはり一つには、法令を守るんだという基本認識を労使が持ちつつ実効性

を高めるためには、労働組合だけではありませんけれども、やはり従業員代表という形

がきちんとそういった形でもって法に基づいてなされているのかどうかと。取組の中で

は、重点的に監督指導を実施されるというような記載をされておりますので、ぜひその
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辺についても指導をされていくということをぜひ要望させていただきたいなと思います。

以上です。 

○鴨池会長 ありがとうございました。 

○竹本労働基準部長 今のご指摘、ごもっともなんですが、今日はおおまかというか、概

要的な説明をしておりますが、今言った視点につきましては、もうちょっと内部的に細

かい留意通達みたいなのをつくっていまして、その点は取り組んでおります。 

  それで、やはりさっき私も最賃のところでちょっとお話し申しましたが、やっぱり労

働時間も、３６協定の基本がやっぱり労使の話し合いなので、その代表が適正かという

のは重要なポイントでございますので、そこについては引き続き監督指導の中で見てい

って、そういったことも十分引き続き指導してまいりたいと考えておりますので。 

○鴨池会長 ありがとうございました。 

  ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○砂金委員 弁護士の砂金です。 

  各種認定マークがあるんですけれども、この認定マークを企業側が受けると何か有利

になることがあるんでしょうか。たしか、くるみんについては、何か税制上の優遇措置

があるとは聞いていましたが、そのほかのえるぼしとかユースエールについてはいかが

なんでしょうか。 

  それからあと、この認定を受けた後に、それが認定を受ける企業であるかどうかの、

履行がされているかどうかということをどのように調査とかをしていらっしゃるんでし

ょうか。たしか昨年、大手企業がくるみんの認定マークを受けていたにもかかわらず過

労自死が起きて、この認定していたこと自体、当時認定をした厚労大臣がテレビで「認

定していたこと自体が失敗だったのではないか」というようなことを言っております。

それを実際聞いた学生とかと話をしますと、それではそもそもこのマークというのが信

用性がないのではないかという話も出てきますので、この制度の信用性にもかかわりま

すので、そういったところが認定を受けた後、どのようになされているか。場合によっ

ては、この認定を取り消すということもあるのかどうかといったことを教えていただけ

ればと思います。 

○渡辺雇用環境・均等室長 まず、認定を受けた場合のメリットなんですけれども、える

ぼしにつきましては、公共調達における加点評価や日本政策金融公庫による低利の融資

の対象になるというメリットがございます。くるみんにつきましては、今、砂金委員が

おっしゃったように、税制優遇措置等の対象となるというメリットがございます。 

  この認定制度ですけれども、認定を受けた後につきまして、プラチナくるみん等はそ

の水準が維持されているかどうかを確認するために、毎年取組状況など各企業の実態に

ついて公表することになっております。私どもは、その実態を踏まえまして、基準を満

たさない場合は認定取消ということも行うことになっております。 

○田中職業安定部長 それでは、私のほうから、ユースエール認定企業の件でございまし

て、こちらの認定を受けるメリットというのは、一番のメリットというのは助成金につ

きまして割り増し制度が受けられると、割り増しを受けられるというのが一番だと思い

ます。それで、先ほどもお話がありましたけれども、なかなかこのＰＲができていない

ところが反省するところであります。 
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  もう一点申し上げたいのは、このユースエールの認定というのは期間が１年です。毎

年審査するので、そこでだめなところは落ちていくということなので、だめなところが

残っていくということはないという制度になっております。以上でございます。 

○鴨池会長 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

  ほかにございませんでしょうか。 

  それでは、５時に近づいてまいりましたので、活発なご議論をいただきましてありが

とうございました。労働局におかれましては、今日いただきました、ご質問でも意図が

ちゃんと入ったご質問ですので、そういったことを踏まえて今後の行政運営を効果的に

お進めいただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、よろしいでしょうか。 

  それでは、これで議事は終了したということにさせていただきまして、運行を事務局

にお返ししたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 ４．閉 会 

 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 どうもありがとうございました。 

  最後に、宮城労働局長の北條より、一言お礼を申し上げたいと思います。 

○北條宮城労働局長 本日は、活発なご意見をいただきまして、まことにありがとうござ

います。私ども、一生懸命頑張っているつもりでもまだまだ足りないところもあるなと、

もっともっと頑張らなきゃいけないなという叱咤激励の声というふうに受け止めて、一

生懸命、今後半年間また頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いします。 

  本日は、どうもありがとうございました。 

○赤塚雇用環境・均等室長補佐 以上をもちまして閉会とさせていただきます。 

  本日は、どうもありがとうございました。 


